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王
澤
不
渇
紗
作
者
考

ー

文
鏡
秘
府
論
と
の
関
聯
を
め
ぐ

っ
て
ー

大

石

有

克

『王
澤
不
渇
紗
』
(以
下
、
『王
澤
紗
』
と
略
称
す
る
)
は
鎌
倉
期
に

成
立
し
た
詩
学
書
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
作
者
に
つ

い
て
も
良
季
で
あ
る
と
云
う
の
が

一
般
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
勿

論
、
明
確
な
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は

『王
澤
紗
』
と
同
名
の
注
釈

(以

下
、
こ
れ
を

『王
澤
紗
注
』
と
呼
称
す
る
)
に
次
の
よ
う
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

此
紗
者
良
季
撰
也
。
池
之
坊
不
断
光
院
住
寺
、
仁
王
九
十
代
後
宇

多
院
建
治
年
中
之
撰
也
。

こ
れ
か
ら
見
る
限
り
、
作
者
は
池
之
坊
不
断
光
院
の
良
季
で
あ
り
、

建
治
年
間

に
成
立
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
良
季
に
つ
い
て
は
そ
の

経
歴
は
余
り
詳
ら
か
で
な
い
が
、
『
普
通
唱
導
集
』
の
作
が
あ
り
、
真
言

宗
の
学
匠
と
し
て
、
唱
導
の
大
家
と
し
て
の
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
成
立
年
次
に

つ
い
て
は
夙
に
川
口
久
雄
氏
に
建
治
二

二

二
七
六
)
年
七
月
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
に
挙
げ

る

『
王
澤
紗
』
序
の
末
尾
に

「干
時
、
困
敦
之
歳
半
閲
、
孟
秋
之
天
漸

涼
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
出
来
る
。
「
困
敦
」
と
は
子
の
年
の
異
名

で

あ
り
、
「孟
秋
」
は
七
月
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
王
澤
妙
』

は
あ
る
子
の
年
の
七
月
に
成

っ
た
と
云
う
こ
と

に
な
る
。

こ
こ
で
先

に

挙
げ
た

『王
澤
紗
注
』
が
説
く
内
容
を
信
用
し

て
、
成
立
時
期
が
建
治

年
間
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
建
治
二
年
七
月
と
云
う
こ
と

が
出
来
る
。

さ
て
、
『
王
澤
紗
』
が
弘
法
大
師
空
海
の

『文
鏡
秘
府
論
』
の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
は
既
に
小
西
甚

一
氏
の
指
摘

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
指
摘
の
多
く
が
句
端

(発
端
辞
)
の
説
に
関
す
る
問
題

で
あ
り
、
全

体
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
細
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

以
下
で
は
小
西
氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
句

端
の
説
以
外
の

『秘
府

論
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

『王
澤
紗
』
本
文
の
読
み
を
手
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掛
か
り
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
窺
え
る
事
柄
か

ら
作
者
が
真
言
宗
の
僧
侶
、
良
季

で
あ
る
の
か
と
云
う
点
に
つ
い
て
再

検
討
を
試

み
る
こ
と
に
す
る
。

二

 

ま
ず
、
『
王
澤
紗
』
序
文
に
見
え
る

『秘
府
論
』
の
影
響
に
つ
い
て
考

察
す
る
た
め

に
、
『
王
澤
紗
』
上
巻
の
序
文
の
全
文
を
次
に
挙
げ
る
。

夫
聖
君
駅
レ
人
也
、
垂
二教
令
う而
必
成
。
童
朦
立
レ
身
也
、
非
二
文

章

「而
豊
耐
乎
。
孔
宣
勧
レ詩
之
言
面
塙
、
誠
夫
可
レ恥
者
欺
。
因
レ

慈
、
予
歴
伺
二
儒
林
《
携
二
静
布
之
聲
一。
酒
尋
二文
圃
ハ
學
二
惣
成
之

韻
適
錐
レ然
、
性
素
遅
鈍
、
未
レ快
二
此
事
刃
傍
特
錐
レ
非
二悦
目
之
媒
ハ

珈
欲
レ
胎
二傳
口
之
志
刈
抑
諸
家
争
談
二病
犯
ハ
諸
儒
各
造
二
格
律
4

載
多
狂
レ車
、
重
何
染
レ筆
。
然
而
楡
披
二玄
妙
之
篇
ハ
還
迷
二
蒙
昧

之
意
の
是
故
、
只
貫
二近
俗
之
辞
《
既
聚
二指
掌
之
諺
刈
弁
二
躰
勢
之

意
《
論
二封
属
之
法
4
専
連
二今
愚
之
聞
ハ
希
拾
二古
賢
之
作
4
方
今
、

假
二
予
於
恩
恕
之
人
ハ
擬
二
客
於
答
封
之
士
4
問
答
語
即
起
レ自
二
登

句
一至
二
送
句
4
詠
吟
之
詩
亦
呈
二於
呂
部
及
律
部
4
語
之
間
先
存
二

八
種
之
封
4
蘇
二
十

一
種
之
封
暫
不
レ
論
也
。
此
則
、
墨
二封
之
画
ハ

詩
篇
易
レ詠
、
顯
二
句
之
品
う、
筆
躰
易
レ
存
之
故
也
。
然
後
、
連
句

詩
序
願
文
謁
諦
錐
レ注
二
領
綱
《
不
レ委
二毛
目
一分
レ之
為
二
爾
帖
ハ
題

日
二王
澤
不
端
紗
刈
蓋
是
先
作
詩
故
也
。
只
欲
レ
扶
二猫
身
療
忘
ハ
誠

非
レ備
二
他
人
之
才
學
4
干
レ
時
、
困
敦
之
歳
半
閾
、

孟
秋
之
天
漸

涼
。
紙
閣
之
閑
夕
、
書
窓
之
暇
日
也
。

〈引
用
は
国
会
図
書
館
本
に
拠
る
。

返
点
、

句
読
点
は
私
に
施
し

た
。
以
下
同
じ
。
〉

以
下
は
管
見
に
従

っ
て
、
『秘
府
論
』
天
巻
序

(以
下
特
記
し
な
い
限

り

『
秘
府
論
』
序
と
云
う
場
合
は
そ
の
天
巻
の
総
序
を
指
す
)
の
影
響

を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
文
辞
及
び
内
容
に
つ
い
て
珈
か
注
釈
的
見
解

を
述
べ
て
み
た
い
。

(イ
)
「夫
聖
君
駅
レ人
也
、
垂
二教
令

一而
必
成
。
童
朦
立
レ身
也
、
非
二

文
章

一而
豊
耐
乎
」
に
つ
い
て
。
こ
の
句
は

『
秘
府
論
』
序

の

「夫
大
仙

利
レ物
、
名
教
爲
蘇

、
君
子
濟
レ時
、
文
章
是
本
也
」
を
受
け
て
表
現
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
秘
府
論
』
で
は
大
仙

(仏
)
の
衆
生
済
度
の
方
便

と
し
て
の
文
章
と
君
主
の
人
民
統
治
の
た
め
の
そ
れ
と
が
強
調
さ
れ
、

そ
の
効
用
を
説
い
て
い
る
が
、
『王
澤
紗
』
の
方

で
は
仏
の
衆
生
済
度
と

云
う
点
は
全
く
触
れ
ら
れ
ず
、
君
主
の
人
民
統
治
の
た
め
の
文
章
と
童

蒙
の
立
身
の
た
め
の
そ
れ
と
の
効
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『秘

府
論
』
の
略
本
と
も
云
わ
れ
る

『文
筆
眼
心
抄
』
に
は
そ
の
書

の
効
用

を

「可
レ
畏
後
生
窺
レ之
諦
レ之
、
豊
唯
立
身
成
名
乎
」
と
あ
り
、
そ
の
表

現
の
影
響
も
考
慮
に
含
め
る
べ
き
か
。

(
ロ
)
「
孔
宣
勧
詩
之
言
面
培
、
誠
夫
可
レ
恥
者
欺
」
に

つ
い
て
。
こ

れ
は

『論
語
』
陽
貨
篇
の
表
現
を
踏
ま
え
た
も

の
と
も
云
え
る
が
、
実

際
は
そ
れ
を
引
用
す
る

『秘
府
論
』
序
を
意
識

し
た
文
辞
と
云
え
よ
う

か
。
『
秘
府
論
』
に
は

「経
説
二
阿
毘
践
致
菩
薩
ハ
必
須
三
先
解
二文
章
4

孔
宣
有
言
、
『小
子
何
莫
レ
學
二夫
詩
4
詩
可
二
以
興
ハ
可
二
以
観
の
通
レ之
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事
レ
父
、
遠
レ之
事
レ
君
』、
『
人
而
不
レ爲
二周
南
郡
南
ハ
其
猶
二
正
魑
面
而

立

一也
』」
と
あ
り
、
阿
毘
祓
致
菩
薩
が
文
章
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
説

い
た
こ
と
と
孔
子
が
詩
文
を
奨
励
す
る

『論
語
』
陽
貨
篇

の
記
述
と
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
『
王
澤
紗
』
に
は

『秘
府
論
』

の
阿
毘
践
致
菩
薩
が
文
章

の
有
用
性
を
説
く
記
述
は
な
い
。

(
ハ
)
「
文
圃
」
に
つ
い
て
。
用
例
は

『文
選
』
序
に
も

「
歴
観
二文

圃
ハ
酒
覧
二
辞
林

一」
と
あ
る
が
、
こ
の
語
彙
も

『秘
府
論
』
序
の

「拍

二閑
寂
於
文
園
《
撞
二
詞
華
乎
詩
圃
一」
を
踏
ま
え
た
語
彙
か
。

(
二
)
「
錐
然
、
性
素
遅
鈍
、
未
快
此
事
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は

『秘

府
論
』
序
の

「錐
レ
然
、
志
篤
二郡
獣
ハ
不
レ
屑
二此
事
一」
を
踏
ま
え
た
表

現
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
章
構
造
が
近
似
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
で
表

現
さ
れ
る
謙
遜
の
意
図
ま
で
も
が
同
じ
で
あ
る
。
『秘
府
論
』
は
編
者
空

海
が
志
は
仏
道
に
あ

っ
て
そ
れ
を
著
す
の
は
本
意
で
は
な
い
と
述
べ
て

い
る
の
に
対

し
、
『
王
澤
紗
』
は
作
者
自
身
が
浅
才
ゆ
え
に
そ
れ
を
記
す

こ
と
を
躊
躇
す
る
意
を
表
し
て
い
る
。

(ホ
)

「抑
諸
家
争
談
二病
犯
ハ
諸
儒
各
造
二
格
律
4
載
多
在
レ車
、
重

何
染
レ筆
」
に
つ
い
て
。
こ
の
表
現
は

『秘
府
論
』
序
の

「沈
侯
劉
善
之

後
、
王
咬
崔
元
之
前
、
盛
談
二
四
聲
ハ
争
吐
二
病
犯
ハ
黄
巻
溢
レ筐
、
纐
株

満
レ車
」
を
受
け
た
表
現
で
あ
ろ
う
と
、
語
彙
、
構
造

の
面
か
ら
見
て
推

測
出
来
る
。
『
秘
府
論
』
が

「沈
侯
劉
善
」
(沈
約
、
劉
善
経
)
「王
絞
崔

元
」
(王
昌
齢
、
咬
然
、
崔
融
、
元
競
)
と
具
体
的
な
人
名
を
連
ね
て
い

る
の
に
対

し

『王
澤
紗
』
は
単
に

「諸
家
」
「
諸
儒
」
と
示
す
の
み
で
あ

る
。

(
へ
)
「玄
妙
之
篇
」
に
つ
い
て
。
「玄
妙
」
と
は

一
般
に
は
そ
れ
は

す
ぐ
れ
て
深
遠
な
こ
と
の
謂
で
把
握
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
表
現

も

『
秘
府
論
』
序

の

「繹
纒
妙
而
難
レ
入
、
李
篇

玄
而
寡
レ和
、
桑
籍
近

而
争
唱
」
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
か
。

(
ト
)
「桝
二髄
勢
之
意
ハ
論
二封
属
之
法

一」
に
つ
い
て
。
「辮
髄
勢
之

意
」
と
は

『秘
府
論
』
地
巻

の
総
題

で
あ
る

「
論
盟
勢
等
」
の
こ
と
を

指
し
て
い
よ
う
。
興
膳
宏
氏
の
注
に
つ
け
ば

「
髄
勢
」

の

「禮
」
と
は

「十
体
」
の
こ
と
で
、
「勢
」
と
は

「十
七
勢
」

の
こ
と
で
あ
る
。
『秘

府
論
』
地
巻
で
は
こ
れ
ら
の
他

「十
四
例
」
「六
義
」
「
八
階
」
「六
志
」

「九
意
」
が
分
け
ら
れ
て
説
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
「論
封
属
之
法
」
と

は

『秘
府
論
』
北
巻
の
総
題

「論
封
属
」
を
指
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
に

は

「論
封
属
」
「
句
端
」
「
帝
徳
録
」
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
尚
、
「句
端
」

は
そ
れ
を
抄
出
す
る
形
態
で

『王
澤
紗
』
下
巻

の
巻
頭
に

「発
端
叙
事

詞
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

(
チ
)
「語
之
間
先
存
二
八
種
之
封
』
蝕
二
十

一
種
之
封
麺
不
レ論
也
」

に
つ
い
て
。
こ
れ
は
対
偶
の
種
類
に
八
種
あ
り
、
そ
の
他
の
二
十

一
種

に
つ
い
て
は
顧
慮
し
な
い
と
の
謂
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
か
ら
も

『秘
府

論
』
の
影
響
を
明
ら
か
に
看
取
出
来
る
。
対
偶

の
種
類
を
八
種
と
す
る

の
は
観
智
院
本

『作
文
大
体
』
な
ど
も
同
様

で
あ
り
、
成
立
当
初
の
趨

勢
を
示
す
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他

に
二
十

一
種
が
存
在
す
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

つ
ま
り

『
王
澤
紗
』
の
作

者
は
対
偶
の
種
類
が
合
計
二
十
九
種
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と

と
な
り
、
そ
れ
は

『秘
府
論
』
東
巻

「二
十
九
種
封
」
を
念
頭
に
置
い

「18「



て
い
た
こ
と
を
却

っ
て
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述

べ
て
き
た
よ
う
に

『王
澤
紗
』
序
は
明
ら
か
に

『
秘
府
論
』

を
意
識
し

て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ

の
態
度
に
は

『秘
府
論
』
に
お
け
る
仏
教
的
な
記
述
に
関
し
て
は
全
く

顧
慮
さ
れ

て
い
る
形
跡
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は

(
イ
)
に
見
え
る
よ
う

に
文
章
を
衆
生
済
度
の
方
便
と
し
て
、
そ
の
機
能
を
説
く

『
秘
府
論
』

の
記
述
は

『王
澤
妙
』
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
(
ロ
)
に
あ
る
よ
う
に
阿
毘
践
致
菩
薩
が
文
章
の
有

用
性
を
説
く
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
『論
語
』
陽
貨
編
の
言
辞
を
殊
更
に
強

調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
『秘
府
論
』
を
受
容
す
る
際
に
そ
の
仏

教
的
表
現

を
意
図
し
て
避
け
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
以
下

は

『王
澤
紗
』
上
巻
に
あ
る

『秘
府
論
』
か
ら
の
影
響
が
顕

著
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

三

 

次
に

『
王
澤
紗
』
上
巻
の
詩
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
る
箇
所
を
挙

げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

『秘
府
論
』
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る

も
の
に
関
し
て
の
み
簡
単
に
注
を
付
す
。

抑
封
属
出
二廿
九
ハ
病
犯
論
二
廿
八
4
錐
レ然
、
近
來
只
以
先
頒
所
レ

唱
二
四
不
同
二
六
封
避
三
連
是
也
。
予
之
所
二
口
唱
傳
う者
、
不
レ
作

二難
字
ハ
不
レ
取
二難
韻
拍
露
詞
嚴
而
聞
好
、
風
情
新
而
姿
正
。
躰
勢

錐
レ學
レ
古
、
文
句
不
レ
写
レ
蕾
。
煩
不
レ讃
レ鮎
、
巧
可
レ
置
レ字
。
不
レ

弱
好
二優
玄
之
詞
ハ
不
レ
迷
而
除
二忌
諌
之
句
4
観
二
乎
天
文
ハ
以
察
二

時
愛
の
観
二
乎
人
文
ハ
以
化
二
成
天
下
4
蓋
是
其
謂
者
歎
。
凡
詩
本

志
也
。
在
レ心
為
レ志
。
饗
レ言
為
レ
詩
。
若
就
二
四
季
之
景
物
ハ
欲
レ

述
二其
志
ハ
早
綴
二
一
首
之
篇
章
ハ
須
レ詠
二
彼
詩
幻
自
抄
二古
今
詩
語

精
妙
口
ロ
ハ

防
二苦
思
刈

興
不
レ來
即
披
レ
之
催
興
。
高
手

一
句
更

起
レ意
、
□
手
下
句
弱
二於
上
句
の
慈
學
不
レ成
、
古
賢
所
レ誠
也
。

孔
子
日
學
者
如
二
牛
毛
ハ
可
レ
成
レ功
者
如
二
麟
角
ハ
才
難
不
二其
然
一

乎
。

則
尤
勧
レ學
稽
古
可
レ成
レ
功
者
也
。

詩
錐
レ似
二
一
旦
之
興
ハ

披
二衆
典
一必
加
レカ
。
欲
レ
勒
レ學
夜
間
床
頭
置
二
一
蓋
燈
《
若
眠
來

任
レ睡
。
睡
覧
即
起
、
興
焚
而
意
生
、
精
神
清
爽
、
了
々
明
白
。
神

不
レ安
令
二人
不
P
暢
、
無
レ
興
即
惜
迷
、
所
レ覧
無
レ益
云
々
。
今
案

為
レ
養
二精
神
ハ
任
レ眠
不
レ起
レ
聞
レ鶏
欺
。
可
レ得
二其
意
刈
又
赴
二旅

所

一紙
筆
墨
、
常
須
随
レ
身
、
興
來
即
録
。
無
二
紙
筆
覇
旅
之
間
《
意

多
草
々
也
。
又
蕾
詠
詩
有
二種
々
篇
目
の
難
レ
然
十
躰
六
志
十
七
之

勢
古
所
レ
論
、
八
階
九
意
十
四
之
例
今
不
レ
存
。
纏
存
二
六
義
刃
(中

略
)
就
中
十
七
勢
之
中
、
景
入
レ理
勢
、
理
入
レ景
勢
、
此
爾
種
近

來
猶
可
レ
存
欺
。
景
入
理
者
、
名

一
向
不
レ言
レ景
、
兼
レ
理
詠
レ
之
。

如
レ
云
二華
色
毎
春
匂
不
レ改
、

我
齢
遂
歳
老
難
P
還
。

理
入
レ景
勢

者
、

一
向
不
レ言
レ
理
、

兼
レ景
詠
レ
之
。

如
レ
云
下
鶯
聲
誘
引
來
二花

下
ハ
草
色
勾
留
坐
中水
邊
抽
又
七
種
韻
中
連
韻
畳
韻
重
字
韻
尤
可
レ

存
歎
。
連
韻
者
有
二襲
句

一如
レ云
二
皇
徳
被

州
恩
澤
新
、
百
家
自
是

契
千
春
適
昼
韻
者
如
レ
云
二
悲
涙
不
レ休
露
滴
涯
、
感
思
無
レ底
海
蒼

苑
拍
重
字
韻
者
如
レ
云
二
桃
李
渓
成
花
片
々
、
鴛
鴛
砂
暖
翅
隻
々
の
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又
調
聲
錐
レ有
二
上
承
下
承
曲
一、
近
來
只
如
二先
唱
二
四
不
同
二
六

封
避
三
連
の
委
細
様
作
文
之
次
可
レ談
レ
之
。
(下
略
)

(
一
)
封
属
出
二
廿
九
4

東
巻

「廿
九
種
対
」
を
指
す
。

(二
)
病
犯
論
二
廿
八
4

西
巻

「文
廿
八
種
病
」
を
指
す
。

(三
)
不
レ
作
二難
字

一十
句

南
巻

「論
文
意
」
の

「所
レ作
詞
句
、
莫
レ

用
二
古
語
及
今
煽
字
奮
意
幻
改
二他
奮
語
ハ
移
レ頭
換
レ尾
、
如
レ此
之
人
、

終
不
二長
進

一」
を
受
け
た
表
現
か
。

(四
)
観
乎
天
文
四
句

『易
経
』
責
卦
の
象
伝
の
言
辞
。
『文
選
』

序
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
巻
序

「観
二
時
愛
於
三
曜
ハ
察

二化
成
於
九
州

一」
を
も
受
け
る
表
現
か
。

(五
)
凡
詩
本
志
也
三
句

『詩
経
』
大
序
の
言
辞
。
『文
選
』
序
な

ど
に
も
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
南
巻

「論
文
意
」
の

「詩
本
志
也
。
在
心

為
志
、
嚢
言
為
詩
」
を
も
受
け
た
表
現
か
。

(六
)
自
抄

二古
今
詩
語
精
妙
之
庭
一五
句

南
巻

「
論
文
意
」
の

「凡

作
レ詩
之
人
、

皆
自
抄
二古
今
詩
語
精
妙
之
虜
ハ
名
爲
二随
身
巻
子
ハ

以

防
二苦
思
4
作
文
興
若
不
レ
來
、
即
須
下
看
二随
身
巻
子

一以
饗

興
也
」
か

ら
の
引
用
。

(七
)
高
手

一
句
更
起
意
四
句

南
巻

「論
文
意
」
の

「高
手
作
勢
、

一
句
更
別
起
レ
意
、
其
次
爾
句
起
レ
意
。
意
如
二
湧
煙
ハ
從
レ地
昇
レ天
、
向

後
漸
高
漸
高
、
不
レ
可
二階
上
う也
。
下
手
、
下
句
弱
二於
上
句
ハ
不
レ
看
二

向
背
《

不
レ立
二意
宗
ハ

皆
不
レ堪
也
」

を
下
敷
き
に
し
た
表
現

で
あ
ろ

う
。(八

)
欲
レ
勒
レ學
夜
間
床
頭
置
二
一
蓋
燈

一八
句

南
巻

「論
文
意
」

の

「凡
詩
人
、
夜
間
躰
頭
、
明
置
二
一
蓋
燈
拍
若
睡
來
任
レ睡
、
睡
覧
即

起
。
興
襲
意
生
、
精
神
清
爽
、
了
了
明
白
」
か
ら
の
引
用
。

(九
)
神
不
レ安
令
二人
不
p暢
三
句

南
巻

「
論
文
意
」
の

「凡
神
不
レ

安
、
令
二人
不
p
暢
無
レ興
。
無
レ興
即
任
レ
睡
、
睡
大
養
レ神
。
常
須
三
夜
停
レ

燈
任
二
自
覚
ハ
不
レ
須
二強
起
の
強
起
即
憎
迷
、
所
レ覧
無
レ益
」
か
ら
の
引

用
。(十

)
赴
旅
所
紙
筆
墨
五
句

南
巻

「論
文
意
」
の

「紙
筆
墨
常
須
レ

随
レ身
、
興
來
即
録
。
若
無
二紙
筆
ハ
覇
旅
之
間
、
意
多
草
草
」
か
ら
の

引
用
。

(十

一
)
十
躰
六
志
十
七
之
勢

地
巻

「十
体
」
「六
志
」
「十
七
勢
」

の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
す
。

(十
二
)
八
階
九
意
十
四
之
例

地
巻

「八
階
」
「九
意
」
「十
四
例
」

の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
す
。

(十
三
)
六
義

六
義
は

『詩
経
』
大
序
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
地
巻

「六
義
」
を
指
す
も
の
で
あ
ろ

う
。(十

四
)
十
七
勢

地
巻

「十
七
勢
」
を
指
す
。

(十
五
)
景
入
理
勢
、
理
入
景
勢

地
巻

「
十
七
勢
」
の
項
目
。
以

下
に
挙
げ
ら
れ
る
例
句
は

『秘
府
論
』
の
そ
れ
と
異
な
る
。

(十
六
)
七
種
韻
中
連
韻
畳
韻
重
字
韻

天
巻

「七
種
韻
」
と
そ
の

項
目
を
指
す
。
以
下
に
挙
げ
ら
れ
る
例
句
は

『
秘
府
論
』
の
そ
れ
と
異

な
る
。

(十
七
)
上
承
下
承
曲

天
巻

「
調
聲
」
に

「
三
相
承
者
、
若
上
句
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五
字
之
内
、
去
上
入
字
則
多
、
而
平
聲
極
少
者
、
則
下
句
用
二
三
平

一承
レ

之
。
用
二
三
平
之
術
ハ
向
上
向
下
二
途
其
蹄
道

一
也
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
述

べ
ら
れ
る
こ
と
は
詩
作
の
実
際
に
お
け
る
注
意
事
項

で
あ

る
が
、
『秘
府
論
』
の
影
響
が
顕
著

で
あ
る
こ
と
が
判
然
と
し
よ
う
。
し

か
し
、
そ
の
態
度
に
は

『秘
府
論
』
の
所
説
を
全
面
的
に
受
容
す
る
の

で
は
な
く
、
批
判
的
な
見
地
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は

「抑
封
属
出
二廿
九
ハ
病
犯
論
二
廿
八
4
錐
レ然
、
近
來
只
以
先
頒
所
レ
唱

二
四
不
同
二
六
封
避
三
連
是
也
」
と

『秘
府
論
』
が
二
十
九
種
の
対
偶
、

二
十
八
種
の
病
犯
を
説
い
て
は
い
る
が
、
「近
來
」
に
お
い
て
は
二
四
不

同
二
六
対
及
び
三
連
を
避
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
又
蕾
詠
詩
有
二
種
々
篇
目
拍
錐
レ然
十

躰
六
志
十
七
之
勢
古
所
レ論
、
八
階
九
意
十
四
之
例
今
不
レ存
。
纏
存
レ
六

義

一」
と

『秘
府
論
』
地
巻

「論
髄
勢
等
」
で
説
か
れ
る
十
躰
、
六
志
、

十
七
之
勢
は

「古
所
レ論
」
で
あ
り
、
八
階
、
九
意
、
十
四
例
な
ど
も
現

在
は
こ
れ
ら

は
通
用
せ
ず
、
た
だ
六
義
の
説
の
み
通
行
す
る
と
述
べ
て

い
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
例
証
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
「十
七
勢
」
中
の

「
景

入
理
勢
」
「理
入
景
勢
」
及
び

「七
種
韻
」
中
の

「畳
韻
」
「連
韻
」
「重

字
韻
」
は
当
代
も
通
用
す
る
こ
と
を
説
き
、
そ
れ
ら
の
例
句
を
挙
げ
て

は
い
る
が
、
『秘
府
論
』
の
そ
れ
と
は
異
な

っ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
例
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

上
述
し
て
き
た

『王
澤
紗
』
に
お
け
る

『秘
府
論
』
受
容
の
さ
れ
方

に
つ
い
て
纏
め
て
お
き
た
い
。
『王
澤
紗
』
は
明
ら
か
に

『秘
府
論
』
の

影
響
を
受
け
て
は
い
る
が
、
そ
の
態
度
は
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
と
云

え
る
。
当
時

(「近
來
」)
の
趨
勢
を
認
識
し
た
上

で
、
『秘
府
論
』
の
所

説

(「古
レ所
論
」
)
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
こ
と

は
特
記
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
そ
の
序
文
か
ら
窺
え
る
よ
う
に

『秘
府
論
』
序
を
強
く
意

識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
お
け
る
仏
教
的
言
辞

は
殊
更
に
避
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
も
特
徴
と
云
え
よ
う
か
。

そ
こ
で
、
作
者
が
真
言
僧
良
季
と
で
あ

っ
た
と
云
う
こ
と
を
想
起
す

る
と
、

聯
か
不
自
然
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。

な
ぜ
な
ら
、
『
王
澤

紗
』
に
は

『秘
府
論
』
が
高
祖
で
あ
る
弘
法
大
師

の
聖
教
で
あ
る
と
云

う
観
点
が
全
く
映
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
は

『
王
澤

妙
』
の
構
成
及
び
そ
の
内
容
か
ら
、
そ
れ
が
僧
侶

の
著
し
た
詩
学
書
と

し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

四

『王
澤
紗
』
に
は
詩
、
連
句
、
序
、
願
文
、
謁
諦
文
の
五
種
の
文
体

の
製
作
法
に

つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
ら

は
詳
細
に
概
説
さ
れ
て

は
い
る
が
、
文
体
と
し
て
集
約
す
れ
ば
こ
の
五
種
を
挙
げ
る
こ
と
し
か

出
来
な
い
。
そ
こ
で
注
意
し
た
の
は
願
文
、
謁
諦
文
の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
表
白
を
説
く
内
容
を
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
『王
澤
紗
注
』
に
は

○
佛
事
一一謁
諦
願
文
ト
モ
ニ
ア
レ
ハ
謁
調
早
々
書
也
。
誠
調
元
.
時
ハ

願
文
,
委
可
レ
書
也
。
又
誠
諦
計
.
..バ
調
諦

,委
.可
レ
書
也
。
又
謁

願
,モ
。署
セ
ハ表
白
,委
ク
可
レ書
也
。
又
願
文
.
。パ表
白
,大
方
書
也
。
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と
あ
り
、
仏
事
に
お
い
て
願
文
、
調
諦
文
、
表
白
と
云
う
三
種
の
文
体

は
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
し
な
が
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ

る
。

こ
の
こ
と
は
諸
宗
、
諸
派
の
法
則
や
次
第
の
類
に
も
詳
し
い
。
因

み
に
成
立
時
期
は
下
る
も
の
だ
が
、
真
言
宗
の
学
僧
印
融
の

『文
筆
問

答
紗
』
(室
町
後
期
成
立
)
に
も
仏
事
に
関
す
る
文
章
様
式
と
し
て
は
願

文
、
謁
諦
文
、
表
白

の
三
種
の
文
体
を
取
り
挙
げ
、
概
説
し
て
い
る
。

次

に

『
王
澤
紗
』
に
説
明
の
あ
る
願
文
、
調
諦
文
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
に
し
た

い
。

願
文
と
は
仏
事
に
お
い
て
願
意
を
述

べ
る
文
章
で
あ
り
、
謁
諦
文
と

は
布
施
物
を
三
宝
に
喜
捨
す
る
趣
旨
を
述

べ
る
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
こ

れ
ら
は
仏
事

の
施
主
が
書
く
の
が
立
前

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

『王
澤

紗
注
』
に

○
誠
謂
願
文
ハ施
主
。リ出
一
書
.
.ハ元
二左
右

一難
レ讃
者
也
。
案
内
,

以
.兼

.其

.
草
案
,
ヨ
マ
セ
テ
聞
ク
ヘ
キ
也
。
難
字
,
三
ハ大
切
,故

也
。
是
古
實
也
。
(下
略
)

と
謁
諦
文
、
願
文
は
と
も
に
施
主
が
書
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
会
で

実
際
に
朗
諦
す
る
僧
に
と

っ
て
は
読
み
難
い
の
で
、
事
前
に
打
ち
合
わ

せ
す
る
こ
と
を
説
き
示
す
こ
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
表
白
と
は
執
り
行
わ
れ
る
法
会
の
趣
旨
を
仏
前
に
お
い
て
三

宝
に
向
か

っ
て
宣
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
啓
白
と
も
云
わ
れ
る
。
小
峯

和
明
氏
が

「
表
白
は
寺
院
僧
坊
の
学
侶
が
担
当
し
述
作

に
あ
た
る
も
の

で
、
院
政
期
以
後
に
編
纂
さ
れ
る
表
白
集
も
ほ
と
ん
ど
僧
侶
側

の
作
で

あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
正
鵠
を
得

て
い
る
と
云
え
よ
う
。
実
作
の

表
白
に
は
公
家

の
書
い
た
そ
れ
も
あ
る
が
、
そ
の
例
は
極
め
て
稀
で
あ

り
、
僧
侶
が
執
筆
す
る
こ
と
が

一
般

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
願
文
、
誠
諦
文
は
施
主
が
書
き
、
表
白
は
僧
侶
が
書

く
こ
と
が

一
般
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
然

か
ら
ば
、
『
王
澤
紗
』

に
願
文
、
謁
諦
文
の
説
明
が
な
さ
れ
、
表
白

に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
こ
と
は
そ
の
作
者
が
僧
良
季

で
あ
る

こ
と
を
疑
わ
せ
る
。

勿
論
、
こ
れ
ら
三
種
の
文
体
は
僧
侶

に
依
る
代
筆

が
な
さ
れ
る
も
の
で

あ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
立
前
と
し
て
願
文
、
調
諦
文
は
施

主
が
、
表
白
は
僧
侶
が
書
く
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
願
文
、
謁
諦

文
、
表
白
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
様
式
を
専
ら
に
す

る
位
相
が
異
な
る
こ

と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『王
澤
紗
』
の
作
者
が
僧
侶

で
は
な
い

一
般
の
在
俗

の
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

以
上
、
『王
澤
紗
』
に
お
け
る

『
秘
府
論
』
受
容
を
手
掛
か
り
に
そ
の

作
者
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。
『秘
府
論
』
の
受
容
に
つ
い
て

は
そ
の
序
の
仏
教
的
言
辞
を
用
い
て
い
な
い
点
、
ま
た
、
『
秘
府
論
』
の

所
説
を
当
時
の
趨
勢
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
批
判
的

に
取
捨
選
択
し
て
い

る
点
な
ど
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
得

た
。

ま
た
、

『王
澤

紗
』
に
は
願
文
、
調
諦
文
の
説
明
は
な
さ
れ
て
お
り
、
表
白
に
関
し
て

言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
作
者
が
僧
侶

で
は
な
い
こ
と

を
窺
わ
せ
る
と
云
う
こ
と
も
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
を
纏
め
れ
ば
そ
の
作

者
は
僧
侶
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は

一
応
、
否
定
さ
れ
よ
う
か
。
然
ら
ば

そ
の
作
者
は
真
言
僧
の
良
季
と
は
考
え
難

い
。
僧
侶

で
は
な
く

一
般
の
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在
俗
の
者
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
参
考
に
し
た
い
の
が
神

宮
文
庫
本
に
付
記
さ
れ
た
次
の
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下

述
べ
る
。

五

神
宮
文
庫
蔵
の

『王
澤
紗
』

(注
11
)

い
る
。

清

原
良

季

博
士
良
業
子
頼
尚

大
外
記
博
士

の
巻
末
に
は
次
の
よ
う
に
付
記
さ
れ
て

良

季

、

本
名
良
尚
、
穀
倉
院
別
當
、
豊
前
守
、

博
士
、
得
業
生
、
主
計
頭
、
主
水
正
、
大

外
記
、
従
四
位
下
、
局
務

亀
山
後
宇
多
侍
誼
、
正
慮
四
年
六
月
六

日
卒
年
七
十

一
、

こ
れ
は

『尊
卑
分
脈
』
か
ら
の
引
用
と
思
わ
れ
る
清
原
良
季
に
関
す

る
系
図
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を

『王
澤
紗
』
の
巻
末
に
付
載
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
世
の
何
れ
の
者
か
は
そ
の
作
者
に
清
原
良
季
を

当
て
嵌
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
以
下
は
そ
の
清
原
良
季
と

云
う
人
物
は
如
何
な
る
者
で
あ

っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

次
に

『外
記
補
任
』
に
お
け
る
清
原
良
季
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
す

る
。

建
治
元
年

同
二
年

同
三
年

同
四
年

(弘
安
元
年
)

弘
安
二
年

同
三
年

同
四
年

同
五
年

同
六
年

同
七
年

同
八
年

同
九
年

同
十
年

大
外
記
正
五
上

(九
七
僻
、
十
二
廿
六

還
任
)

大
外
記
正
五
上

大
外
記
正
五
上

大
外
記
正
五
上

大
外
記
正
五
上

大
外
記
正
五
上

(十
月

一
日
補
穀
倉
院

別
當
)

大
外
記
正
五
上

(穀
倉
院
別
當
)

大
外
記
正
五
上

(穀
倉
院
別
當
)

大
外
記
正
五
上

(穀
倉
院
別
當
)

(叙
留
四
品
例
侍
讃
勢
)
大
外
記
正
五

上

(穀
倉
院
別
當
、
十

一
廿
五
從
四
位

下
侍
讃
勢
大
外
記
如
元
)

大
外
記
從
四
下

(穀
倉
院
別
當
)

大
外
記
從
四
下

(穀
倉
院
別
當
)

大
外
記
從
四
下

(穀
倉
院
別
當
、
正

・

僻
)

〈括
弧
内
は
小
字
〉

『外
記
補
任
』
に
は
建
治
元
年
以
前
の
記
事
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
建
治
元

(
一
二
七
五
)
年
か
ら
弘

安
十
年

(
一
二
八
七
)
ま
で
大
外
記
に
補
せ
ら
れ
局
務

(大
外
記
の
上

首
)
を
務
め
、
弘
安
三

(
一
二
八
〇
)
年
以
降

は
穀
倉
院
別
当
を
兼
任
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し
て
い
る
。
ま
た
位
階
は
弘
安
六

(
一
二
八
三
)
年
ま
で
は
正
五
位
上

で
あ
る
が
、
同
七

(
一
二
八
四
)
年
十

一
月
二
十
五
日
に
侍
読
の
労
に

依
り
従
四
位
下
に
昇
進
し
て
い
る
。
こ
の
侍
読
と
は
後
宇
多
天
皇
の
そ

れ
を
務
め
た
も
の
で
あ
る
。

清
原
良
季
と
云
う
人
物
に
つ
い
て
先
に
挙
げ
た
神
宮
文
庫
本

『
王
澤

紗
』
巻
末
の
付
記

(『尊
卑
分
脈
』
と
の
異
同
は
な
い
)
と

『外
記
補
任
』

の
記
事
と
か
ら
纏
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
父
は
清
原
頼
尚
で
本
名
は
良

尚
と
云
い
、
生
年
は
、
そ
の
卒
年
に
は
正
応
四

(
一
二
九

一
)
年
に
七

十

一
歳

で
没

し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
承
久
三

(
一
二
二

一
)
年

で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
得
業
生
を
経
て
博
士
と
な
り
、
通
例
に
従

っ
て

建
治
元
年
以
前
の
幾
許
の
時
期
か
ら
か
大
外
記

(局
務
)
に
補
さ
れ
、

そ
の
間
は
位
階
は
正
五
位
上
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
大
外
記
に
補
せ
ら
れ

る
前
は
豊
前
守
、
主
計
頭
、
主
水
正
な
ど
を
歴
任
し
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
弘
安
三
年
十

一
月

一
日
以
降
穀
倉
院
別
当
を
兼
任
し
、
同
七
年

十

一
月
二
十
五
日
に
後
宇
多
天
皇
の
侍
読
を
務
め
た
労
に
よ
り
、
正
四

位
下
の
位
階
を
授
与
さ
れ
、
同
十
年
正
月
に
職
を
辞
し
、
正
応
四
年
六

月
六
日
に
七
十

一
歳
で
没
し
た
。
尚
、
亀
山
天
皇
の
侍
読
も
務
め
た
と

あ
る
が
、
具
体
的
な
年
次
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
何
れ
に

せ
よ
、
そ
れ

は
亀
山
天
皇
の
在
位
期
間
、
正
元
元
年
か
ら
文
永
十
年
の

間
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

以
下
、
清
原
良
季
が

『王
澤
紗
』
の
作
者
と
し
て
適
当
な
存
在
で
あ

る
の
か
と
云
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
『
王
澤
紗
』

の
成
立
が
先
述
の
通
り
、
『
王
澤
紗
注
』
が
説
く

内
容
を
踏
ま
え
て
建
治
二
年
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
清
原
良
季
は
そ
の

時
期
に
は
生
存
し
て
い
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
然
れ
ば

『王
澤
紗
注
』

が
清
原
良
季
を
僧
良
季
と
誤
認
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方

で
後
世
の
何
人
か
が

『王
澤
紗
注
』
に
記
述
さ
れ
る
僧
良
季
を

『
外
記

補
任
』
な
ど
を
参
照
し
て
清
原
良
季
と
帰
納
的

に
導
き
出
し
た
も
の
と

も
推
測
さ
れ
よ
う
か
。
何
れ
の
記
述
に
従
う
と
し
て
も
建
治
二
年
に
は

清
原
良
季
と
僧
良
季
と
の
二
人
の
人
物
が
い
た

こ
と
に
な
る
。
清
原
良

季
が
出
家
し
て
、
そ
の
法
詳
に
俗
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
云
う
可
能

性
は
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
清
原
良
季
が
出
家
し
た
と
の
事

実
は

『尊
卑
分
脈
』
な
ど
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た
成

立
年
次
の
建
治
二
年
は
大
外
記
に
補
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
当
時
出

家
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
先

に
述

べ
て
き
た
よ
う
に

『王
澤
紗
』
の

『秘
府
論
』
受
容
の
さ
れ
方
や
そ
こ
に
概
説
さ
れ
る
文

体
な
ど
か
ら
推
し
て
、
そ
の
作
者
が
僧
侶
で
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
清
原
良
季
が

『王
澤
紗
』
の
作
者
で
あ
る
整
合
性
は
あ
る
。

次
に
、
清
原
良
季
が

『王
澤
紗
』
の
作
者
で
あ

っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、

『秘
府
論
』
を
何
処
か
ら
入
手
し
た
か
と
云
う
問
題
が
あ
ろ
う
。
『秘
府

論
』
は
小
西
氏
が
説
か
れ
る
通
り
、
多
く
は
悉
曇
及
び
韻
学
に
関
聯
す

る
書
物
に
引
用
さ
れ
、
そ
の
享
受
も
真
言
宗
の
学
匠
を
中
心
に
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
清
原
家
は
明
経
の
家
柄
で
は
あ

る
が
、
『秘
府
論
』
を

所
持
し
て
い
た
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
当

時
、

『秘
府
論
』

は

一
般
在
俗
の
公
家
に
も
流
布
し
て
い
た
形
跡
も
あ

る
。
弘
安
十
年
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
に

『秘
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府
論
』
(ま
た
は

『眼
心
抄
』
)
を
踏
ま
え
た
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、
そ

の
証
左
と
な
ろ
う
。
然
れ
ば
、
清
原
良
季
が

『
秘
府
論
』
の
存
在
を
認

識
し
、
そ
れ
を
自
分
の
述
作
に
利
用
し
た
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
認

め
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
先

に
も
触
れ
た
が
清
原
家
が
明
経
の
家
柄
で
あ
る
こ
と
も
問

題
に
な
ろ
う
。
経
書
を
中
心
に
修
学
す
る
儒
学
者
の
家
柄
で
あ
る
。
そ

の
家
の
者
が
文
章
作
法
に
関
す
る
詩
学
書
を
執
筆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
菅
原
、
大
江
二
家
の
如
く
文
章
道
を
専
学
す
る
す
る
者
で
あ
れ
ば
、

あ
り
得
る
事
柄
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
清
原
家
の
者
が
か
よ
う
な

著
作
を
な
す
か
と
云
う
こ
と
も
疑
問
点
の

一
つ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
清
原
家
が
代
々
世
襲
し
た
大
外
記
と
云
う

職
掌
か
ら
考
え
れ
ば
、
説
明
は
可
能

で
あ
る
。
『
令
義
解
』
に
は

「大
外

記
二
人
。
掌
勘
造
詔
奏
。
(謂
勘
正
詔
書
。
及
勘
造
奏
文
也
。)
及
讃
申

公
文
。
(謂
上
日
行
事
之
類
。
讃
申
於
少
納
言
局
也
。
)
勘
署
文
案
。
検

出
稽
失
」
と
あ
り
、
詔
書
、
奏
文
な
ど
の
公
文
書
の
起
草

に
は
文
章
に

関
す
る
知
識

は
必
要
で
あ
り
、
全
く
文
章
に
頓
着
し
な
か

っ
た
と
云
う

こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。
然
か
ら
ば
清
原
家
の
人
物
が

『
王
澤
紗
』
の
如

き
詩
学
書
を
著
す
蓋
然
性
も
認
め
ら
れ
よ
う
か
。

以
上
の
如
く
、
清
原
良
季
を

『王
澤
紗
』
の
作
者
と
し
て
当
て
嵌
め

て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
積
極
的
に
認
め
る
証
左
に

乏
し
い
。
し
か
し
、
『
王
澤
紗
注
』
に
そ
の
作
者
と
し
て
良
季
と
云
う
名

が
記
述
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
等
閑
に
出
来
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ

う
に

『
秘
府
論
』

の
受
容

の
さ
れ
方
が
僧
侶
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
『王
澤
紗
』
に
概
説
さ
れ
る
文
体
に
施
主
が

書
く
べ
き
願
文
、
謁
諦
文
が
あ
り
、
僧
侶
が
専
ら
と
す
る
表
白
の
記
述

が
な
い
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
作
者
が
僧
侶
で
は
な
く

一
般
在
俗
の
者

で

あ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

総

て
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
断
言
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
そ

の
作
者
が
清
原
良
季
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

山
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『王
澤
妙
』
は
以
上
述

べ
て
き
た
こ
と
に
従

え
ば
、
僧
侶
の
著
作
で

あ
る
と
は
認
め
難

い
。

一
般
在
俗

の
者
が
著
し
た
詩
学
書
で
あ
る
と
把

握
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
作
者

と
し
て
良
季
と
云
う
名

を
挙
げ
る

『王
澤
紗
注
』
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
清
原
良
季
が
そ
れ
に

当
て
嵌
ま
る
だ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
得
た
。
勿
論
、
清
原
良
季
以
外
の

人
物
が
そ
の
作
者
で
あ
る
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
今

の
と
こ
ろ
は
、

そ
の
蓋
然
性
か
ら
し
て
最
も
適
当
な
人
物
で
あ
る
と
云
え
る
。
ま
た

『王
澤
紗
』

の
そ
の
書
名

は
周
知

の
通
り
、

「王
澤
端
而
詩
不
レ
作
」

(『文
選
』
西
都
賦
序
)
に
基
づ
く
も
の
で
、
王

の
徳
化
に
依
り
詩
文

の

隆
盛
を
庶
幾
す
る
意
図
を
含
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
抑
も
か
よ
う

な
書
名
を
僧
侶
が
自
身
の
著
作
に
付
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
名
の
み

に
着
目
し
て
も
僧
侶
の
作
で
あ
る
こ
と
は
不
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

然
か
ら
ば
、
そ
こ
か
ら

『王
澤
紗
』
が
僧
良
季
の
作
で
あ
る
と
伝
来
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さ
れ
て
き
た
と
云
う
こ
と
も
新
た
な
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
そ
の
享
受
の
形
態
に
関
聯
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
多
く
僧
侶

の
述
作
の
中
に

『王
澤
紗
』
を
引
用
し
た
形
跡
が

あ
る
。
中
世

に
お
い
て
詩
学
書
は
僧
侶
の
作
に
お
い
て
そ
の
利
用
が
顕

著
で
あ
る
。
例
え
ば

『作
文
大
体
』
も
平
安
後
期
に
中
御
門
宗
忠
が
そ

の
子
覚
晴
の
為
に
文
章
作
法
を
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
多
く
は
僧

侶
が
享
受
し
、
そ
の
改
編
も
行

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
中

世
に
お
け
る
詩
学
書
は
僧
侶
の
文
筆
活
動
と
関
係
し
な
が
ら
、
発
展
消

長
し
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。
か
よ
う
な
動
勢
に
配
慮
し
て
『
王
澤
紗
』

の
作
者
が
僧
良
季

で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
再
考
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

何
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
作
者
が
清
原
良
季
で
あ
る
と
す
る

こ
と
を
含
め

て

『
王
澤
紗
』
自
体
の
読
み
を
深
め
て
か
ら
、
確
か
な
結

論
を
得
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
後
考
を
挨
ち
、
稿
者

に
お
い
て
も
機
会
を
得

て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
123

山
岸
徳

平
氏

は

『王
澤
紗
』

の
作
者

は
未
詳

(「
作
文
大
躰

に

つ
い
て
」

『
日
本

漢
文
学

研
究
』
〈
『山
岸
徳
平
著
作
集

1
』
〉
有
精
堂

昭
和

四
十

七
年
)
と
さ
れ
、

『
王
澤
紗
注
』
を
良
季

が
著
し
た
註
釈
書

(「
澄
憲
と

そ

の
作
品
」
『
同
上

』)

と
さ
れ
る
が
、
本
稿

で
は
良
季
が

『
王
澤
紗
』

の
作
者

で
あ
る

こ
と
を
前
提

と
し
た
。

川

口
久
雄
氏

『
三
訂
平
安
朝

日
本
漢
文
学
史

の
研
究
』
下

(明
治
書
院

昭
和
六
十
三
年
)

八
八
四
頁

小
西
甚

一
氏

『文
鏡
秘
府
論
考
』
研
究
篇
上

(大
八
洲
出
版

昭
和
二

456789111012

十
三
年
)
七
頁
及
び
同
研
究
篇
下

(大

日
本
雄
鼎
講
談
社

昭
和

二
十

六
年
)

一
五
六
頁

明
ら
か
な
誤
写
と
思
わ
れ
る
も

の
及
び
虫
損
等

に
よ
り
判
読
不
能

の
箇

所
は
内
閣
文
庫
本

の
表
記
を
傍
記
し
た
。

以
下
同

じ
。

以
下
、
引
用
す
る

『
秘
府
論

』
の
本
文

は
興
膳
宏
氏
訳
注

『
弘
法
大
師

空
海
全
集
』
(
筑
摩
書

房

昭
和
六
十

一
年
)
第
五
巻

の
そ
れ

に
拠

る
。

注

(
5
)
興
膳
氏
前
掲
書
。

真
如
蔵
本

に
は
尾
題

の
後

に
賦

に

つ
い
て
説

か
れ

て
い
る
。
詳
し
く

は

『
漢
文
学

資
料

集
』
(
『真

福
寺

善
本
叢

刊
』
第
十

二
巻

臨
川

書
店

平
成
十
二
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

安
居
院
流
信
承

『法

則
集
』

に
挙

げ
ら
れ
る
次
第
を

そ
の
順
次

に
従

っ

て
略
記
す
れ
ば
、
登
礼
盤
、
三
礼
起
居
、
開
眼
、
神
分
、
表
白
、
願
文
、

発
願
、
四
弘
、
開
題

、
諦
経
、
謁
諦
、
発
願
、
究
願
、
仏
名
、
教
化
、

.説
法
、
別
願
、
廻
向
、
総
廻
向
、
打

磐
、
下
礼
盤
、
布
施

の
順
と
な

る
。

詳
し
く
は
小
峯

和
明
氏

「表
白
」
『仏
教
文
学
講
座
』
第
八
巻

(勉
誠
社

平
成
七
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

調
諦
文

に

つ
て
は
今

成
元
昭
氏

「
「
謁
諦
文

」

生
成
考
」

(『
国
文
学
研

究
』

一
〇
二
号

平
成

二
年
十
月
、
後
藤
昭
雄
氏

「
謁
講
文
考
」
『
平
安

文
学
論
究

』
第
九
輯

(風

間
書
房

平
成
五
年
)
及
び
拙
稿

「
謁
諦
文

小
考
「

中
世
詩

学
書

の
視
座

か
ら
」

(『
比
較
文
学
論
孜
』
創
刊
号

平

成
十
年
十
二
月

)
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

注

(
8
)
前
掲

小
峯
氏
論
文
。

神
宮
文
庫
本

『王
澤
紗
』
(函
架
番
号
三
=

三
三
七

二
)
は
無
刊
記
整
版

本
を
忠

実

に
模

写
し

た
近

代

の
写
本

で
あ

る
が
、
巻
末

の
付
紙

に
は

「
右
王
澤
不
渇
紗

一
冊
水
戸
彰
考
館
所
蔵
」
と
あ

り
、
彰
考
館
蔵
本
を

写
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

注

(
3
)
小
西
氏
前
掲
書
、

研
究
篇
上
七
頁
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『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
に
は

『
秘
府
論
』
ま
た
は

『眼
心
抄
』

に
基
づ

い
た

記
述

が
散
見
す

る
。
『
花
園
天
皇
震
記
』
正
中
二
年
十
二
月
廿

八
日
条

に

「
弘
法
大
師
文
筆
眼
心
、
専
爲
兼
之
寄
義
、
所
依
凋
也
」
と
あ
る

こ
と

か
ら
、
為
兼
が
参
照

に
し
た

の
は

『
眼
心
抄
』

の
方

で
あ

っ
た
と
思
わ

れ

る
。
し
か
し
、
『
眼
心
抄
』
が
僧
侶
以
外

の

一
般

の
公
家

に
流
布

し

て

い
る

こ
と
は
特
筆
す

べ
き

で
あ
り
、

こ
の
よ
う

な
状

況
下

に
お

い
て

『
秘
府
論
』
も
流
布
し

て
い
た
可
能
性

は
認
め
ら
れ
よ
う
か
。

こ
れ
ら

詳
し

く
は
久
松
潜

一
氏
校
注

『
歌
論
集

能
楽
論
集
』

(岩
波
古

典
大

系
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

和

田
英
松
氏

『
新
訂
官
職
要
解
』

(所
功
氏
校
訂

講
談
社
学
術
文
庫
)

の
大
外
記

の
項

に
は

「
内
記

の
作

っ
た
詔
書
を
勘
え
正
し
、
太
政
官

の

奏
文
を
作

り
、
先
例
を
か
ん
が
え
、
臨
時
、
お
よ
び
恒
例

の
儀
式

を
奉

行
す

る
官

で
あ

る
か
ら
、
文
筆

に
長
じ

て
儒
官
を

へ
た
も

の
が
な
る
の

だ
と
、
『古
今
著
聞
集
』
に
か
い
て
あ

る
」
と
あ

る
。
こ
こ
の

『古
今
著

聞
集
』

の
記
述

は
巻
第

一

「
河
内
守
繁
雅
賀
茂

の
御
前
に

て
中
原
師
方

大
外
記
拝
任
を
夢
見

る
事
」

の

「
師
方

は
大
監
物

に
て
、

い
ま
だ
儒
官

を

へ
ざ

り
け
れ
ば
、
直

に
拝
任

い
か

ゞ
と
沙
汰
あ
り
け
り
。
重
代
稽
古

の
も

の
な

り
け
れ
ど
も
、
引

た

つ
る
人
も
な
か
り
け
る

に
、
恭
神

恩
を

か

ぶ
り
て
先
途
を
達
し

て
け

る
」
を
指

す
も
の
か
。
ま
た

『
官
職
秘
紗
』

上

の
大
外
記

の
項

に
は

「
往
年
多
以
二
文
章
生

一任
レ
之
。
近
代
以
二
明
経

譜
第

一任
レ
之
」
と
あ
り
、

そ
の
職
掌
が
文
章
と
は
無
関
係

で
は
な
か

っ

た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。

一
方
、
明
経
道

に

つ
い
て
、
か
な
り
時
代

が
下

る
も

の
だ
が

『
諸
家
家
業
記
』

に
は

「
明
経
道
は
十
三
纒

を
專

ら

に
學
び
、
纏
書
を
表
と
し
、
詩
賦
文
章
を
裏
と
被
致
候

」
と
あ
る
こ
と

も
傍
証

に
は
な

ろ
う
か
。

十
六

日

於
九
州
産
業
大
学
)
に
て

「
『
文
鏡
秘
府
論
』
の
享
受
」
と
題
し

て
口
頭
発
表
し

た

一
部

に
基
づ
き
加
筆
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
当

日
、

席
上

に
て
御
教
示
下

さ

っ
た
方

々
に
御
礼
申
し
上
げ

る
次
第

で
あ

る
。

尚
、

脱
稿
後

『
漢
文
学
資
料
集
』

(『
真
福
寺
善
本
叢
刊
』

第
十
二
巻

臨

川
書
店

平
成
十

二
年
)
が
刊
行

さ
れ
、
『
王
澤
紗
』
の
真
福
寺
本

(残

欠
)
及
び
叡
山
文
庫
真
如
蔵
本

の
影
印
翻
刻
が
載
り
、
解
題

(山
崎
誠
氏

担
当
)

に
は
作
者

の
周
辺

の
人
物

に
日
野
資
宣
な
ど

の
存
在
を
示
唆
さ
れ

て
い
る
が
、
本
稿

に
お
い
て
十
分

に
活
用
出
来
な
か

っ
た

こ
と
を
お
詫
び

申

し
上
げ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

(お
お
い
し

な
お
か
つ

九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)
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〔付
記
〕
本
稿
は
第
四
十
九
回
西
日
本
国
語
国
文
学
会

(平
成
十

一年
九
月
二


